
以下の基準点について、点名変更します。

詳細な場所については、別紙「令和８年７月３日実施＿公共基準点の点名変更について（位置図）」を御確認ください。

実施年月日：令和８年７月３日

(１)令和８年７月２日までは、変更前の点名で各種申請等をお願いします。

　　令和８年７月３日以降は、変更後の点名で各種申請等をお願いします。

(２)当該変更前の点名による「公共基準点使用承認書」、「同使用報告書」、「同保全届出書」、「同保全報告書」については、

　　そのまま有効なものとして、御利用ください（点名変更による再申請は不要です）。

(３)点名に関する事項以外（等級、座標値、緯度経度他）は、変更ありません。

(４)当該変更を反映した「成果表・点の記」PDFについては、該当区の「３級」箇所に掲載済です。

(５)当該お知らせは、参考情報として、令和９年７月３１日（約１年間）まで継続掲載予定です。

No. 点名（変更前） 点名（変更後） 標識の種類 区番号 備考

1 10C28 6974 金属標 川崎区

2 10C29 6975 金属標 川崎区

3 10C67 6976 金属標 中原区

4 1A341 6977 鋲 川崎区

令和8年6月24日

公共基準点の点名変更について（お知らせ）

問合せ先
川崎市　建設緑政局　道路河川管理部　管理課　台帳係

　電話  ０４４－２００－２８１６



川崎区

(新)6975 (新)6974

(新)6977

(新)xxxx

 xxxx 

変更後の新点名
（旧点名の黒塗りに密接して掲載）

変更前の旧点名

凡例

令和８年７月３日実施＿公共基準点の点名変更について（位置図）



中原区

(新)6976

(新)xxxx

 xxxx 

変更後の新点名
（旧点名の黒塗りに密接して掲載）

変更前の旧点名

凡例

令和８年７月３日実施＿公共基準点の点名変更について（位置図）


